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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【公開番号】特開2010-186752(P2010-186752A)
【公開日】平成22年8月26日(2010.8.26)
【年通号数】公開・登録公報2010-034
【出願番号】特願2010-97358(P2010-97358)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ  11/01     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   5/16     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   7/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   9/02     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 201/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ  11/01    ５０１Ｃ
   Ｈ０１Ｂ   5/16    　　　　
   Ｃ０９Ｊ   7/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ   9/02    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 201/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ  11/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月27日(2013.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
＜第２の回路部材＞
　前記第２の回路部材は、前記第１の回路部材の配線材と対向する面に配線材又は電極が
形成されたものであり、例えば配線材を有するフレキシブル基板、ＩＣチップなどが挙げ
られる。
　前記第２の回路部材の配線材又は電極としては、例えば、ＮｉＳｎメッキが施されたＣ
ｕ、ＮｉＡｕメッキが施されたＣｕなどが挙げられる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　前記第１の回路部材の配線材としては、例えばアルミニウム、クロム、チタン、銅、モ
リブデン等の金属；ＩＴＯ、ＩＺＯ等の金属酸化物（透明電極材料）などが挙げられ、１
種又は２種以上の金属、金属酸化物（透明電極材料）を積層させてもよい。
　前記絶縁膜としては、例えばＳｉＮｘ、その他有機系絶縁膜などが挙げられる。
　前記第２の回路部材の配線材又は電極としては、例えば、ＮｉＳｎメッキが施されたＣ
ｕ、ＮｉＡｕメッキが施されたＣｕなどが挙げられる。
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